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持続可能な社会の構築に向け、環境問題を「自分ごと」として捉え、多様な主体と
連携・協働し、問題解決に向けて行動する人づくりを進めていきます。
具体的には、家庭・学校・職場・地域などあらゆる場において環境学習等を実践す
る指導者等の育成・活用に取り組むとともに、若者やこどもたち等、次代を担う人材の
育成を進めます。
また、こどもから大人まで幅広い世代の環境への関心を高め、具体的な行動へと結び
付けられるよう、本県の自然・産業・文化等の地域資源を生かした体験活動を促進する
とともに、学校や地域等様々な場における環境学習等の機会の充実を図ります。
さらに、継続的かつ安定的な環境保全活動や、協働による環境保全の取組を通じた
地域づくりを推進するため、「ちば環境再生基金」の活用を促進します。

VI－1－②－7 環境学習等の推進

木育イベント

「エコメッセちば」会場

「ちば環境再生基金」の活用による
環境保全活動の支援

多様な主体との連携・協働による
環境学習等の推進

環境学習等を担う人材の育成と活用

環境学習等への参加の場と機会の提供

本県の恵み豊かな自然を未来に引き継ぐため、里山や里海、里沼の保全を進めるとともに、人と自然の
ふれあいの場の創出に取り組みます。
絶滅のおそれのある野生生物の保護・回復を進めるとともに、特定外来生物※の防除による在来種の生
息の確保を図ります。
また、農林水産業に被害を及ぼす有害鳥獣への対策に当たっては、地域ぐるみによる被害防止対策を進
めるとともに、狩猟の担い手の確保・育成に取り組みます。

本県は、緑豊かな房総丘陵、九十九里浜をはじめとした美しい海岸線、東京湾に残された貴重な干潟・
浅海域、様々な野生生物が生息・生育する里山・里海など豊かで多様な自然に恵まれ、生活の基盤とし
て、また憩いの場や自然体験・学習の場として、県民のみならず、本県を訪れる多くの人たちに潤いと豊か
さを与えている一方、首都圏に位置し、経済活動も活発に行われています。
本県の大気・水環境は、改善傾向にあるものの、光化学スモッグ注意報の令和6年度（2024年度）ま
での10年間の平均発令日数は、8.7日と依然多い状況にあり、令和5年度（2023年度）の水質の環境基
準達成率※も68.2%と全国の89.1%を下回っているほか、印旛沼及び手賀沼とその流域河川では、外来水
生植物が急速に繁茂し、水質・生態系などへの影響や、農業・漁業被害などが懸念されています。
また、地盤沈下については、全体的には沈静化の傾向にあるものの、九十九里地域など一部の地域に

　政策分野 VI-2　環境の保全と豊かな自然との共生

本県の豊かな自然環境を保全し、人と自然との共生を図るとともに、
県内外の人々がその豊かな自然と触れ合える機会や場を確保します。

良好な大気環境や騒音の少ないくらしの確保と、
水・土壌・地盤環境の保全を図ります。

豊かな自然環境と大気・水環境の保全
   VI－2－ ①

目標 Goal

現状と課題
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野
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おいては、いまだ沈下が継続しています。
さらに、成田空港や羽田空港等に発着する航空機の騒音も問題となっています。
これらの課題を解決し、豊かで美しい千葉の自然をしっかりと、こどもたちに引き継いでいくためには、
県民一人ひとりが環境の大切さを認識し、県民、行政、企業など様々な主体が、事業活動や日常生活など
による環境への負荷をできるだけ減少させていくとともに、自然との共生に向けて、連携して取り組む必要
があります。

自然公園など、県民のかけがえのない財産である自然環境を保全するとともに、県内外の人たちが豊か
な自然と触れ合えるための取組を進めます。
また、良好な大気・水環境を保全するため、継続的な環境モニタリングを行い、環境汚染物質の排出者
に対する指導や排出量を削減するための取組を推進するとともに、印旛沼及び手賀沼とその流域河川で
は、外来水生植物の駆除に取り組みます。
さらに、土壌・地盤環境を保全するため、市町村への支援や事業者に対する指導等を行うとともに、地
下水及び天然ガスかん水の採取を抑制する取組を推進します。
また、騒音の少ないくらしを確保するため、自動車騒音について継続して監視を実施するとともに、航空
機騒音の常時監視を実施し、騒音軽減のための取組を推進します。

美しい景観を有する自然公園や、優れた天然林・希少な野生生物が生息・生育して
いる自然環境保全地域などの保全に取り組みます。
また、こどもから大人まで、県内外の多くの人が、豊かな自然と触れ合い、自然への
理解を深められるよう、自然公園施設や自然歩道の整備などを推進し、自然公園等の
安全で快適な利用を促進します。
さらに、海岸における良好な景観や環境等の保全を図るため、関係機関と連携・協
力し、海岸漂着物等の円滑な回収・処理を行うとともに、3Rの推進、環境学習や消費
者教育、普及啓発等を通じた発生抑制対策を推進します。

光化学スモッグやPM2.5※などの大気環境を常時監視し、大気汚染の情報を県民
に迅速に知らせるとともに、環境基準の達成に向け、大気汚染物質の排出を抑制する
ため、事業者に対する指導を実施します。
また、アスベストを使用した建築物及び工作物の解体等の作業において飛散防止対
策が確実に行われるよう、事業者を指導します。
さらに、大気汚染物質に関する発生源対策の検討を進めるとともに、自動車による
大気汚染物質の排出削減や温室効果ガスの削減を図るため、ディーゼル車の運行規制
や次世代自動車の普及を進めます。

VI－2－①－2 良好な大気環境の確保
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VI－2－①－1 豊かな自然環境の保全と
快適な利用促進

海岸漂着物対策の推進（再掲）

次世代自動車の普及促進と
エコドライブの推進（再掲）

国定公園・県立自然公園・
自然環境保全地域などの保全

アスベスト対策の推進

大気汚染状況の常時監視

国定公園・県立自然公園内の
自然公園施設などの整備

自動車排出ガス対策の推進

光化学スモッグの低減対策の推進

首都圏自然歩道の整備

化学物質総合対策の推進

大気汚染発生源対策の推進
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光化学スモッグ発生のしくみ

一般環境大気測定局の様子（富津市下飯野測定局）

成田空港、羽田空港及び下総飛行場周辺地域での環境基準の達成状況を把握する
ため、固定測定局で航空機騒音を常時監視し、必要に応じて関係機関に低減対策を要
請します。
このうち、成田空港については、令和10年度末（2028年度末）の第3滑走路供用
などに向けた拡張事業に伴う航空機騒音の影響を適切に把握するため、関係機関と連
携して監視体制を整備します。
また、羽田空港については、離着陸する航空機の多くが本県上空を飛行することか
ら、関係25市町と連携し、国に対して更なる騒音軽減を求めていきます。
さらに、自動車騒音についても、環境基準の達成状況を把握するため、道路沿道で
の監視を行います。
あわせて、騒音、振動、悪臭対策として、市町村への技術的支援等を行います。

航空機騒音測定の様子（成田空港周辺）

VI－2－①－3 騒音の少ないくらしの確保
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航空機騒音対策の推進

自動車騒音の常時監視

騒音・振動・悪臭対策の推進
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河川・湖沼・海域など公共用水域の水質を監視するとともに、環境基準の達成に
向け、水域に流入する汚濁物質を削減するため、産業排水対策として、工場・事業場
への立入検査等による事業者指導を実施します。また、生活排水対策として、公共下
水道の整備や、合併処理浄化槽の設置を促進します。
特に、閉鎖性水域である東京湾・印旛沼・手賀沼の水質改善のため、下水道終末
処理場の高度処理化や高度処理型合併処理浄化槽の設置を進めるほか、降雨により
市街地や畑地などから流出する汚濁物質の削減にも取り組みます。さらに、印旛沼及
び手賀沼とその流域河川では、近年急速に繁茂拡大しているナガエツルノゲイトウ等
の外来水生植物の計画的な駆除＊を実施します。
また、地下水の水質監視を行うとともに、事業者に対する地下水汚染の未然防止対
策の指導、市町村と連携した地下水汚染原因調査と除去対策に取り組むほか、土地所
有者等に対し土壌汚染状況調査や汚染除去の指導を行います。
有機フッ素化合物のPFOS及びPFOAによる地下水汚染については、汚染の拡大
を防止するため、市町村が実施する調査等への支援を行うとともに、関係機関と連携し
て原因究明などの汚染防止対策を進めます。
地盤沈下については、地盤変動状況の監視と地下水及び天然ガスかん水の揚水規
制等を実施します。

VI－2－①－4 良好な水環境・土壌環境・
地盤環境の保全

土壌汚染対策の適切な指導

地盤変動状況の監視と地下水・
天然ガスかん水の揚水規制等

東京湾・印旛沼・手賀沼の浄化対策の推進

河川・湖沼・海域の水質監視

ナガエツルノゲイトウ等の
外来水生植物の駆除（再掲）

工場・事業場の排水規制

地下水の水質監視、汚染未然防止対策及び
除去対策の推進

生活排水対策の推進
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ナガエツルノゲイトウ

手賀沼の風景印旛沼の風景

水面を覆うナガエツルノゲイトウ

コラムちば

固定的な性別役割分担意識・
無意識の思い込みの解消
　多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成のためには、男女のいずれ
もが活躍できる社会の実現が必要です。
　令和6年度（2024年度）に県が実施した調査の結果では、「男は仕事、女
は家庭」という考え方について、「反対」と回答した人の割合は47.3％に留
まり、未だに根強く残る固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）の解消をすることが課題となっています。

コラムちば

性的マイノリティの相談体制の充実
　性的マイノリティの方々は、周囲の誤解や偏見等によって日常生活で不安や悩みを
抱えることが少なくないため、こうした生きづらさを解消し、暮らしやすい環境を整
えていくことが必要です。
　県では、性的マイノリティに関する専門の窓口を設置しており、相談員が当事者の
方やその御家族等からの相談を電話やＬＩＮＥで受け付け、悩みや不安の解消に向け
た支援を行っています。

コラムちば

多文化共生の推進
　言語・文化・習慣等の違いにか
かわらず、全ての県民が地域社会
の一員として共に生きていく「多
文化共生」社会づくりの必要性が
高まっています。
　県では、外国人の生活上の困り
ごと等に対応する相談窓口を運営するほか、ご
みの捨て方や電車の乗り方等の生活ルールや、
日本で暮らしていく上で必要な各種手続きに関
する情報を多言語及びやさしい日本語で発信す
るなど、多文化共生社会づくりに向けた取組を
行っています。

コラムちば

熱中症対策
（クーリングシェルター及び涼み処）

　令和6年（2024年）4月に改正気候変動適応法が施行され、熱中症特別警戒アラート発表時に、危険
な暑さから避難できる場所として、「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」を市町村が指定し
ています。また、熱中症特別警戒アラートの発表状況によらず、クールシェアや休憩を目的に利用す
ることができる「涼み処」も設置していますので、是非ご利用ください。
　県内のクーリングシェルターや涼み処は、ちば情報マップからご覧いただけます。
【PC版】
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/PositionSelect?mid=1212

コラムちば

コラムちば

食品ロスの削減
　「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨て
られてしまう食品のことです。千葉県内では年
間約24万トンが食品ロスになっていると推計さ
れています。（令和5年度〔2023年度〕推計）
　県では、購入後すぐに食べる場合に棚の手前
から商品を選ぶ「てまえどり」の呼びかけや
フードドライブの実施、食品ロス削減に取り組
む事業者や団体を登録する「ちば食品ロス削減
パートナー制度」など、県民や事業者と一緒に
食品ロスの削減に取り組んでいます。
ちば食品ロス削減エコスタイル：
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/

　ナガエツルノゲイトウやオオバナミ
ズキンバイなどの外来水生植物は、繁
殖力や再生力が非常に強く、定着する
と駆除が困難であることから、水質・
生態系などへの影響や農業被害などが
懸念されています。
　県では、繁茂状況の調査や水草刈取船を用いた駆除
のほか、最新の分布状況を把握するためのスマート
フォンアプリを使用した県民参加型の分布調査など、
様々な対策を実施しています。

ナガエツルノゲイトウの防除：　　　　　　　　　　
https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/seibutsu/
gairaishu/nagaenoboujyo.html

コラムちば

有害鳥獣対策の担い手確保

コラムちば

ちばの発酵ロゴマーク

　有害鳥獣対策の担い手を幅広く確保するため、千葉県有害鳥獣捕獲協力隊事業とし
て、狩猟免許を取得しているものの、捕獲経験の少ないペーパーハンターを対象に、
捕獲に関する体験を通じ実践的な技術を習得いただくコースや、一定の捕獲経験のあ
る方を対象に、わなの設置や獲物の捕獲等を主体的に行っていただくことを通じ捕獲従事者としての
独り立ちをサポートするコースを実施しています。
　また、県が抱える有害鳥獣の問題に共感いただける方は、支援隊員としてふるさと納税を通じて参
加することも可能です。

コラムちば

二地域居住の促進
　近年、転職や転居を伴わず、複数の生活拠点で自分に合ったライフスタイルを実現する
「二地域居住」への関心が高まっています。
　本県は、東京に隣接しながらも、三方を海に囲まれ、緑豊かな里山があるなど、自然
環境に恵まれており、多様なライフスタイルを実現することができることから、本県の
多様な魅力を戦略的に発信することで、二地域居住の促進に取り組んでいきます。
千葉県移住・二地域居住ポータルサイト「ちばらしい暮らし」     https://life-style.chiba.jp

コラムちば

千葉県誕生150周年記念事業
　明治6年（1873年）の誕生から150年を迎えたことを記念し、千葉県ならではの文
化資源や魅力の発信を通じて、千葉のブランド価値の創出・向上や地域活性化につなげ
るため、令和5年6月から令和6年6月までの1年間で様々な記念事業を実施しました。
　「県誕生から150年を振り返り、続いていく未来に思いを馳せる」をテーマに、記念式典や記念パ
レードなどを実施したほか、県内全市町村で、百年後芸術祭をはじめとした記念イベント等が展開さ
れ、約230万人の方が来場し、経済波及効果は約171億円となりました。　
　記念事業を通じて再認識された千葉の魅力や多様な主体による連携等の財産を未来に
引き継いでいくことで、引き続き千葉ブランドの創出・向上につなげていきます。
千葉県誕生150周年記念事業：https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshin/kenminnohi/chiba150th.html

コラムちば

海業の推進
～千葉県海業推進基本構想の策定～

コラムちば

全国豊かな
海づくり大会
　「全国豊かな海づくり大会」は、漁業の振興
と発展を図ることを目的として、昭和56年度
(1981年度)から全国各地で開催されている注目
度の高い国民的行事です。
　本県では、平成4年度（1992年度）に勝浦市
で第12回大会を開催して以来、35年ぶり2回目
の開催となります。
　大会の行事として、功績団体の表彰等を行う
式典行事や稚魚の放流等を行う海上歓迎・放流
行事などが行われます。

　海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、国内外からの多
様なニーズに応えることで、地域のにぎわいや所得と雇用を生
み出す取組を「海業」と言います。
　県では、海業を推進するため、学識経験者や漁業代表者から
なる検討会での協議を踏まえ、県内4地域ごとの特色に合わせて
目指す姿を示した「千葉県海業推進基本構想」を令和7年
（2025年）5月に策定しました。

コラムちば

ちばコラボ大賞
　県内には、福祉や環境、子育て、まちづくり等の様々な分野で、市民活動団体や
企業、学校、地縁団体などが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域の課題
解決に取り組むことで、成果を上げている事例が数多くあります。
　県では、毎年度、そのような連携事例の中から、他の模範となる優れた事例を
ちばコラボ大賞として表彰し、連携・協働の重要性や効果を広く県民に周知しています。
　　　　　　　　　　　　ちばコラボ大賞：https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/index.html

スマートフォン版
　　　　はこちら ▼

コラムちば

新たなスポーツ
　東京2020大会を契機に、アーバンスポーツやユ
ニバーサルスポーツなど、様々なスポーツに注目が
集まりました。
　県では、これらのアーバンスポーツ、ユニバーサ
ルスポーツなどを「新たなスポーツ」と位置づけ、
イベントや体験会の開催などを通じて、県民それぞれ
の年齢や体力、興味関心等に応じた多様なスポーツに
親しむ機会の創出に取り組んでいます。

「新たなスポーツ」について：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
shousupo/new-sports/index.html

外来水生植物の防除

ナガエツルノゲイトウの防除：　　　　　　　　　　

県では、「発酵県ちば」の魅力を国内外に発信するためのロゴマークを
公募により制作しました。発酵食品の原材料として代表的な食材の「麦・
米・大豆」と、本県が発祥である酪農にちなんだ「牛」が、仕込みなどで
使用される「樽」の中にひとつにまとめられたデザインとなっています。
　このロゴマークを活用し、「発酵県ちば」の更なるブランド化を図ります。



336 337

第
１
編

用
語
解
説

第
２
編

指
標
一
覧

第
３
編

参
考
資
料

河川・湖沼・海域など公共用水域の水質を監視するとともに、環境基準の達成に
向け、水域に流入する汚濁物質を削減するため、産業排水対策として、工場・事業場
への立入検査等による事業者指導を実施します。また、生活排水対策として、公共下
水道の整備や、合併処理浄化槽の設置を促進します。
特に、閉鎖性水域である東京湾・印旛沼・手賀沼の水質改善のため、下水道終末
処理場の高度処理化や高度処理型合併処理浄化槽の設置を進めるほか、降雨により
市街地や畑地などから流出する汚濁物質の削減にも取り組みます。さらに、印旛沼及
び手賀沼とその流域河川では、近年急速に繁茂拡大しているナガエツルノゲイトウ等
の外来水生植物の計画的な駆除＊を実施します。
また、地下水の水質監視を行うとともに、事業者に対する地下水汚染の未然防止対
策の指導、市町村と連携した地下水汚染原因調査と除去対策に取り組むほか、土地所
有者等に対し土壌汚染状況調査や汚染除去の指導を行います。
有機フッ素化合物のPFOS及びPFOAによる地下水汚染については、汚染の拡大
を防止するため、市町村が実施する調査等への支援を行うとともに、関係機関と連携し
て原因究明などの汚染防止対策を進めます。
地盤沈下については、地盤変動状況の監視と地下水及び天然ガスかん水の揚水規
制等を実施します。

VI－2－①－4 良好な水環境・土壌環境・
地盤環境の保全

土壌汚染対策の適切な指導

地盤変動状況の監視と地下水・
天然ガスかん水の揚水規制等

東京湾・印旛沼・手賀沼の浄化対策の推進

河川・湖沼・海域の水質監視

ナガエツルノゲイトウ等の
外来水生植物の駆除（再掲）

工場・事業場の排水規制

地下水の水質監視、汚染未然防止対策及び
除去対策の推進

生活排水対策の推進

政
策
分
野
VI-2
環
境
の
保
全
と
豊
か
な
自
然
と
の
共
生

第  

VI
項
　独
自
の
自
然
・
文
化
を
生
か
し
た
魅
力
あ
る
千
葉
の
創
造

第
3
編
　
実
施
計
画
編

第
1
章
　
重
点
的
な
施
策
・
取
組
　

ナガエツルノゲイトウ

手賀沼の風景印旛沼の風景

水面を覆うナガエツルノゲイトウ

コラムちば

固定的な性別役割分担意識・
無意識の思い込みの解消
　多様性が尊重され誰もが活躍できる社会の形成のためには、男女のいずれ
もが活躍できる社会の実現が必要です。
　令和6年度（2024年度）に県が実施した調査の結果では、「男は仕事、女
は家庭」という考え方について、「反対」と回答した人の割合は47.3％に留
まり、未だに根強く残る固定的な性別役割分担意識や無意識の思い込み（ア
ンコンシャス・バイアス）の解消をすることが課題となっています。

コラムちば

性的マイノリティの相談体制の充実
　性的マイノリティの方々は、周囲の誤解や偏見等によって日常生活で不安や悩みを
抱えることが少なくないため、こうした生きづらさを解消し、暮らしやすい環境を整
えていくことが必要です。
　県では、性的マイノリティに関する専門の窓口を設置しており、相談員が当事者の
方やその御家族等からの相談を電話やＬＩＮＥで受け付け、悩みや不安の解消に向け
た支援を行っています。

コラムちば

多文化共生の推進
　言語・文化・習慣等の違いにか
かわらず、全ての県民が地域社会
の一員として共に生きていく「多
文化共生」社会づくりの必要性が
高まっています。
　県では、外国人の生活上の困り
ごと等に対応する相談窓口を運営するほか、ご
みの捨て方や電車の乗り方等の生活ルールや、
日本で暮らしていく上で必要な各種手続きに関
する情報を多言語及びやさしい日本語で発信す
るなど、多文化共生社会づくりに向けた取組を
行っています。

コラムちば

熱中症対策
（クーリングシェルター及び涼み処）

　令和6年（2024年）4月に改正気候変動適応法が施行され、熱中症特別警戒アラート発表時に、危険
な暑さから避難できる場所として、「クーリングシェルター（指定暑熱避難施設）」を市町村が指定し
ています。また、熱中症特別警戒アラートの発表状況によらず、クールシェアや休憩を目的に利用す
ることができる「涼み処」も設置していますので、是非ご利用ください。
　県内のクーリングシェルターや涼み処は、ちば情報マップからご覧いただけます。
【PC版】
https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/PositionSelect?mid=1212

コラムちば

コラムちば

食品ロスの削減
　「食品ロス」とは、本来食べられるのに捨て
られてしまう食品のことです。千葉県内では年
間約24万トンが食品ロスになっていると推計さ
れています。（令和5年度〔2023年度〕推計）
　県では、購入後すぐに食べる場合に棚の手前
から商品を選ぶ「てまえどり」の呼びかけや
フードドライブの実施、食品ロス削減に取り組
む事業者や団体を登録する「ちば食品ロス削減
パートナー制度」など、県民や事業者と一緒に
食品ロスの削減に取り組んでいます。
ちば食品ロス削減エコスタイル：
https://www.pref.chiba.lg.jp/shigen/3r/ceeco/

　ナガエツルノゲイトウやオオバナミ
ズキンバイなどの外来水生植物は、繁
殖力や再生力が非常に強く、定着する
と駆除が困難であることから、水質・
生態系などへの影響や農業被害などが
懸念されています。
　県では、繁茂状況の調査や水草刈取船を用いた駆除
のほか、最新の分布状況を把握するためのスマート
フォンアプリを使用した県民参加型の分布調査など、
様々な対策を実施しています。

ナガエツルノゲイトウの防除：　　　　　　　　　　
https://www.pref.chiba.lg.jp/shizen/seibutsu/
gairaishu/nagaenoboujyo.html

コラムちば

有害鳥獣対策の担い手確保

コラムちば

ちばの発酵ロゴマーク

　有害鳥獣対策の担い手を幅広く確保するため、千葉県有害鳥獣捕獲協力隊事業とし
て、狩猟免許を取得しているものの、捕獲経験の少ないペーパーハンターを対象に、
捕獲に関する体験を通じ実践的な技術を習得いただくコースや、一定の捕獲経験のあ
る方を対象に、わなの設置や獲物の捕獲等を主体的に行っていただくことを通じ捕獲従事者としての
独り立ちをサポートするコースを実施しています。
　また、県が抱える有害鳥獣の問題に共感いただける方は、支援隊員としてふるさと納税を通じて参
加することも可能です。

コラムちば

二地域居住の促進
　近年、転職や転居を伴わず、複数の生活拠点で自分に合ったライフスタイルを実現する
「二地域居住」への関心が高まっています。
　本県は、東京に隣接しながらも、三方を海に囲まれ、緑豊かな里山があるなど、自然
環境に恵まれており、多様なライフスタイルを実現することができることから、本県の
多様な魅力を戦略的に発信することで、二地域居住の促進に取り組んでいきます。
千葉県移住・二地域居住ポータルサイト「ちばらしい暮らし」     https://life-style.chiba.jp

コラムちば

千葉県誕生150周年記念事業
　明治6年（1873年）の誕生から150年を迎えたことを記念し、千葉県ならではの文
化資源や魅力の発信を通じて、千葉のブランド価値の創出・向上や地域活性化につなげ
るため、令和5年6月から令和6年6月までの1年間で様々な記念事業を実施しました。
　「県誕生から150年を振り返り、続いていく未来に思いを馳せる」をテーマに、記念式典や記念パ
レードなどを実施したほか、県内全市町村で、百年後芸術祭をはじめとした記念イベント等が展開さ
れ、約230万人の方が来場し、経済波及効果は約171億円となりました。　
　記念事業を通じて再認識された千葉の魅力や多様な主体による連携等の財産を未来に
引き継いでいくことで、引き続き千葉ブランドの創出・向上につなげていきます。
千葉県誕生150周年記念事業：https://www.pref.chiba.lg.jp/bunshin/kenminnohi/chiba150th.html

コラムちば

海業の推進
～千葉県海業推進基本構想の策定～

コラムちば

全国豊かな
海づくり大会
　「全国豊かな海づくり大会」は、漁業の振興
と発展を図ることを目的として、昭和56年度
(1981年度)から全国各地で開催されている注目
度の高い国民的行事です。
　本県では、平成4年度（1992年度）に勝浦市
で第12回大会を開催して以来、35年ぶり2回目
の開催となります。
　大会の行事として、功績団体の表彰等を行う
式典行事や稚魚の放流等を行う海上歓迎・放流
行事などが行われます。

　海や漁村の地域資源の価値や魅力を活用し、国内外からの多
様なニーズに応えることで、地域のにぎわいや所得と雇用を生
み出す取組を「海業」と言います。
　県では、海業を推進するため、学識経験者や漁業代表者から
なる検討会での協議を踏まえ、県内4地域ごとの特色に合わせて
目指す姿を示した「千葉県海業推進基本構想」を令和7年
（2025年）5月に策定しました。

コラムちば

ちばコラボ大賞
　県内には、福祉や環境、子育て、まちづくり等の様々な分野で、市民活動団体や
企業、学校、地縁団体などが連携して、それぞれの特性を活かしながら地域の課題
解決に取り組むことで、成果を上げている事例が数多くあります。
　県では、毎年度、そのような連携事例の中から、他の模範となる優れた事例を
ちばコラボ大賞として表彰し、連携・協働の重要性や効果を広く県民に周知しています。
　　　　　　　　　　　　ちばコラボ大賞：https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/collabo/index.html

スマートフォン版
　　　　はこちら ▼

コラムちば

新たなスポーツ
　東京2020大会を契機に、アーバンスポーツやユ
ニバーサルスポーツなど、様々なスポーツに注目が
集まりました。
　県では、これらのアーバンスポーツ、ユニバーサ
ルスポーツなどを「新たなスポーツ」と位置づけ、
イベントや体験会の開催などを通じて、県民それぞれ
の年齢や体力、興味関心等に応じた多様なスポーツに
親しむ機会の創出に取り組んでいます。

「新たなスポーツ」について：
https://www.pref.chiba.lg.jp/
shousupo/new-sports/index.html

外来水生植物の防除

ナガエツルノゲイトウの防除：　　　　　　　　　　

県では、「発酵県ちば」の魅力を国内外に発信するためのロゴマークを
公募により制作しました。発酵食品の原材料として代表的な食材の「麦・
米・大豆」と、本県が発祥である酪農にちなんだ「牛」が、仕込みなどで
使用される「樽」の中にひとつにまとめられたデザインとなっています。
　このロゴマークを活用し、「発酵県ちば」の更なるブランド化を図ります。
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人の健康に大きな影響を及ぼすおそれのある光化学スモッグの原因とな
る光化学オキシダントや生態系に影響を与える特定外来生物、地球温暖化
による気候変動など多様な環境問題に対して適切かつ迅速に対応するた
め、調査・研究を推進します。
県民の環境問題への理解を深めるため、環境に係る調査・研究の成果と
共に、環境に関する情報を、わかりやすい形で提供します。
また、環境研究センターについては、分散している施設や設備の集約化
等による再編整備を進め、気候変動など多様化・複雑化する環境問題に対
応できる調査・研究機関としての機能強化を図るとともに、県民に向けた
情報発信や環境学習の拠点となることを目指します。
加えて、三番瀬を再生・保全するためには、県民の理解と協力が必要で
あることから、県民の理解を深めるための情報を提供します。

VI－2－①－5 多様な環境問題に関する調査・
研究及び環境情報の提供

地質環境の調査（地下水の採取）大気環境調査に係る試料分析

環境研究センターの再編整備に向けた検討

大気・水環境や気候変動、
生物多様性などに関する調査・研究の実施

三番瀬再生・保全のための意見交換の場と
機会の提供

県で収集した環境に関する情報の発信

環境学習等への参加の場と機会の提供（再掲）

本県の豊かな自然環境は、固有の地形と人々の営みから生み出された独特な生態系からなっています。
県民がその豊かさを実感しながら未来に引き継いでいくためには、生態系のバランスを崩さないよう努め
ていく必要があります。
県では、野生生物の実態を把握し、その保全を広く県民に呼びかけるために、絶滅のおそれがある野生
生物をリスト化した上で、千葉県レッドリストとして公表しています。現在のレッドリストでは、消息不明・絶
滅生物と最重要保護生物を、動物でそれぞれ71種と285種、植物・菌類で92種と290種記載しており、保
護すべき種類数はリストを見直すたびに増加しています。
野生生物の絶滅や個体数減少の原因としては、気候変動や湿地の埋立て・水質悪化、生育地周辺の森林
伐採、手入れの行き届かない里山の増加、土地開発などの環境の変化や、外来種や特定の鳥獣の著しい増
加による生態系への影響が考えられますが、もともと希少な種である場合は、盗掘・密猟も無視できない
影響を及ぼしています。
一方、外来種を含めた有害鳥獣の増加は、生態系への影響ばかりではなく、農業や生活にも問題を生じ
させています。
本県における令和5年度（2023年度）の有害鳥獣による農作物の被害金額は約3億3千万円であり、中
でもイノシシによる被害金額は約1億4千万円と、被害金額全体の約4割を占めています。また、特定外来生
物であるキョンについては、その鳴き声や、花壇の花、植木などの採食による生活被害が発生しています。
鳥獣被害の発生原因は、「鳥獣の生息域の拡大」「捕獲の担い手の減少」「荒廃農地の増加」など、
複数の要因が関連していると考えられることから、鳥獣被害を無くすためには、市町村など関係機関とも
連携し、引き続き防護や捕獲など総合的な取組を強化する必要があります。
また、特定外来生物のうち、特にアカゲザル、キョン、カミツキガメなどについては、個別の防除計画を策
定し捕獲対策を講じており、その結果、カミツキガメは個体数が減少しつつあり、一定の成果を挙げてい
ますが、キョンなどについては繁殖力が強く、生息数が増加傾向にあり、防除対策を強化する必要があり
ます。

在来野生生物の種の保存を図るとともに、
特定の鳥獣の著しい増加や生態系等への影響を及ぼす
外来種の侵入を防ぎ、生物多様性を保全します。

人と野生生物とが適切に共存できる環境を目指します。

野生生物の保護と適正管理
 VI－2－ ②
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